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１．はじめに 

総合設計制度の成立過程において重要な役割を果たし

た総合設計委員会において、その 1 で組織や答申の概要、

その 2 では空地に関する議論をまとめた。本報でも同じ

く総合設計委員会に注目し、特に形態規制の制限緩和に

ついて議論を整理することを目的とする。 

２．斜線制限に代わる形態規制案の検討 

２－１．斜線制限の置き換え 

表 1 に示すように、第 3 回委員会(1970/7/13)という時期

より、「都市計画的観点から、建築のより総合的な設計を

可能とするために、一義的な形態制限は緩和されること

が望まれる」、「一般規制の道路斜線、隣地斜線はあまり

納得できない所でもあるので、この機会に規制の置き換

えを考えたい」という発言があることから、当初から道

路斜線や隣地斜線の置き換えによる緩和を意図していた

ことが分かる。その後の第 5 分科会（1970/9/30）では、

斜線制限が担保する市街地性能を整理し、自然光・空気

の確保に関する斜線解除の可能性、一方、1 種住専におい

ては、北側斜線・絶対高さ制限を安易に緩和すべきでな

いという意見が出された。 

２－２．立面建ぺい率 

第 9 回委員会(1970/11/17)にて、斜線制限の代替として、

「立面建ぺい率注 1」」が言及されるようになり、第３分科

会（1970/12/8）では「天空建ぺい率（ママ）の考え方の

中で解決できそうである」という期待がもたれた。小木

曽が提唱した立面建ぺい率による規制（以下、「小木曽理

論」）は新宿新都心計画における自主規制として実施され  

その後 1971 年 4 月 1 日付で建築協定として成立している。   

しかしながらこの理論は、新宿副都心のように、基盤

整備がなされた大街区上に、空隙を保ちながら超高層建

築物が建つことを前提としており、一般的な市街地とは

前提条件が異なっていた。また数値目標としての立面建

ぺい率を導き出すためには、設定された視点から天空へ

の視線通過の確率を求めるなど、複雑かつ難解な計算が

必要であった。 

このため、小木曽理論を総合設計制度に適用すること

について、多くの委員より懸念が持ち上がった。建設省

からも、「立面建ぺい率一本では不安がある。斜線につい

ては弾力的に考えていきたい」という意見が出された。 

２－３．守屋方式 

小木曽理論の適用が懐疑的となり、それに代わる考え

方が求められる中、第 13 回（1971/1/28）において、守屋

による代替案の提示がなされ、そして第 5 回第 3 分科会

（1971/2/3）において、敷地各辺の中点から 5m 外側に置

かれた視点から見た立面面積が、一般規制に従った場合

の立面面積を下回ればよいとする、現行の規制とほぼ同

じ考え方の規制案「守屋方式」が示された。小木曽理論

では立面建ぺい率を求めるために平均見掛幅という概念

を導入していたが、守屋方式では敷地の各辺からの見え

方に注目することで、平均見掛幅を算出する必要をなく

すとともに、従来の斜線制限に従って建設される規制適

合建築物と、立面の投影面積を比較するという、新しい

アイデアを導入している。この方式が、技術基準にも取

り入れられ、現行の規制方式となった。 

 計算が簡便で、かつ、立面建ぺい率の数値目標を定め

る必要がない点は運用しやすい規制と言えるが、実効性

等についての検証は、後に制定される日影規制では、導

入時の議論に 3-4 年を要したこととは対照的に注 2)、限ら

れた事例および期間でしか行われなかった。また小木曽

は「（建築基準法改正に伴う政令の）改定作業を最終的に

取りまとめた委員たちの理解不足からか、歪曲されてあ

まり意味のない規定となってしまった」と述べている注 3）。 

３．絶対高さ制限と北側斜線の扱い 

1 種住専における 10m の絶対高さ制限については、東

京都における小学校に対する規定を参考にし、北側斜線

よりさらに厳しい斜線（勾配 1/2・立ち上がり 4m）を満

たした場合に緩和が可能とされた。さらに塔状建築物に

ついては、隣地に 4 時間以上の日照を確保することを条

件に、上記の斜線を超えることができるとした。答申で

は高さ 10m 以上の部分のみ日照図を描くこととしたが、

通達ではその区別はされなかった。一方で北側斜線につ

いては、答申では緩和しないとされたが、通達では塔上

建築物に対する例外規定が盛り込まれた。 

４．まとめ 

住専系における日照確保については、絶対高さ制限の

緩和に対しては従来型の斜線制限が適用されたが、それ

を超える塔状建築物に対しては、日照 4 時間確保という

実効型の基準が課せられた。一方で道路斜線、隣地斜線
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に関しては、一般規制と同等に天空光を確保することを

目的として、立面面積を用いた全く新しい規制方式が導

入されたが、その実効性等の確認が十分になされたか疑

問が残ることが分かった。 

【注】 

注 1) 新宿副都心に建つ超高層建築物について、 

立面建ぺい率η(=BH) ⁄ S （S：敷地面積、H：個々の建築物の高さ、

B：平均見掛幅）の上限を定めることによって、地区の採光および日

照を一定程度確保するというものである 

注 2)桑田仁、加藤仁美、中西正彦、杉田早苗、大澤昭彦「日影規制

の制度成立の経緯と運用を巡る展開」都市計画論文集 49(3)、2014 

注 3)小木曽定彰「都市の中の日照」p.187、コロナ社、1972 
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1971/1/25

第5回第3分

科会

1971/2/3

総合設計

委員会答申

1971/7
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(許可準則

および
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1971/9/1

総合設計制度の理念と利点の整理
・都市計画的観点からの形態制限の緩和が

望ましい

・防災に関する懸念

・天空率といった従来の性能だけでなく生活に

関するお土産を

既存の形態規制が担保する市

街地性能の整理

道路斜線が担保する性能
道路に対して：

・自然光・空気・

・落下物・

・混雑・

・避難・

道路の反対側の建物に対して：

・延焼防止・
・自然光・

隣地斜線が担保する性能
隣地に対して：

・自然光・

・落下物・

・延焼防止・

用途地域に応じた規制の検討

●1種住専での斜線の扱い
・東京都における小学校に対

する規定を参考にする

・北側斜線、絶対高さ制限とも、

安易に緩和すべきではない

・道路斜線については商業地

域と似た考え方が適用可能

●商業地域での斜線の扱い
・自然光・空気→空地を取れば斜

線を解除する可能性・

・落下物：敷地境界からの距離で

規制

・混雑：容積で規制

・延焼防止：道路の反対側からの

距離で規制
○問題が起きる懸念

・空地が中庭の場合

・道路の反対側の隣地が住居の

場合

地方行政庁の柔軟な判断を可能に

・ケースバイケースの判断が重要なので、日

照や通風について規制する必要はない。地方
行政庁がうまく利用できるように作ればよい

小木曽理論への懸念
・小木曽理論の複雑さへの理解不足

・適用できる市街地類型への懸念

・立面建ぺい率への不安

現行の立面建ぺい率規制と類似した方式

（守屋方式）の提案

小木曽理論のチェック
・小木曽案の代替案の検討

・市街地での実例チェック

・道路斜線、隣地斜線は納得できない
・天空率方式は斜線のみより確かでよい

・絶対高さ制限の代りに同等の物理的保障を

道路斜線に代わる天空率への注目
・小木曽理論への注目

2種住専
・北側斜線

は緩和

しない

1種住専における絶対高さ制限
・勾配1/2、立ち上がり4mの北側斜線で代替

・塔状建築物等のうち、北側境界から12m以上離れ、隣地

に対して冬至4時間日照を保障できれば、上記斜線を超え

ることが可能（高さ10m以下の部分の日影は無視）

変更なし

変更なし

1種住専における絶対高さ制限
・勾配1/2、立ち上がり4mの北側斜線で代替

・塔状建築物等のうち、隣地に対して冬至4時間日照

を保障できれば、上記の斜線を超えることが可能

1種住専・2種

住専
北側斜線は塔状

建築物で緩和

あり

表 1  総合設計委員会における形態規制に関する議論の流れ 
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